
 

 

 

 

 

 

 

 

現在賛同団体 19団体･共同代表も出揃いました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

辺野古埋め立て土砂搬出反対ニュース 
北九州連絡協議会≪2015年７月 10日・No.16≫ 

連絡先…森下宏人・090-9495-3902 八記久美子 080-1730-8895 

 

 

辺野古には、米軍基地よりジュゴンの｢保護区｣を 

ただ今 1，503筆 

６月 20 日の発足総会の後の時点で 11

だった賛同団体が、現在 19 団体にな

りました。また、役員も決定しました

ので、改めてご紹介します。 

≪賛同団体≫あいうえお順 

○いのちと未来をみつめる会・松ケ江 

○大手町九条の会 

○北九州いのちと自然を守る会 

○北九州革新懇 

○北九州がっこうユニオン・うい 

○北九州市民の会 

○北九州第一法律事務所 

○小倉南革新懇 

○自治労連北九州市職員労働組合 

○社会民主党門司総支部 

○新日本婦人の会福岡県本部 

○全日本港湾労働組合関門支部 

○日本共産党門司小倉地区委員会 

○年金者組合門司支部 

○響灘を危険物ごみ捨て場にするなの会 

○部落解放同盟門司地区協議会 

○門司区九条の会 

○門司の環境を考える会 

○労働組合ユニオン北九州 

 

≪役員≫ 
■共同代表 

安藤昭雄（年金者組合門司支部) 

松永英樹（全日本港湾労働組合関門支部） 

南川健一（門司区九条の会） 

三輪幸子（新日本婦人の会福岡県本部）  

森下宏人（門司の環境を考える会）  

■事務局長 

八記久美子（門司の環境を考える会） 

■財政 

 野田恵美（個人賛同者） 

■監査 

藤堂均（北九州がっこうユニオン・うい）  
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署名頑張っています 
 各団体や個人のみなさんから、署名が集まって

来ています。全くつながりのない所からも署名が

届き、運動の広がりを感じる事もあります。役員

会も頑張ろうと、参加者をつのり、様々な所に出

かけて行って集めています。先日の北九州母親大

会では、154筆の署名が集まりました。 

 

≪外来生物学習会≫ 
ご案内 

 
そもそも外来生物とは…の基礎知識を身

につける学習会を、下記要領で行います。誰

でも参加できます。是非ご参加下さい。 
 

○日時…8 月 11 日(火)10 時 

○場所…北九州市庁舎 15 階Ｃ会議室 

○お話…北九州市環境局環境学習課 
 
資料の用意の関係がありますので、参加を

希望される方は、事務局 080-1730-8895ま

で、一報をお願いします。 
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日本外国特派員協会 会長声明 

≪与党議員会合における発言について≫ 

 

公益社団法人日本外国特派員協会は、近日の自由民主党（以下、与党）

の議員会合における「報道の自由」を脅かすような発言について、深い憂

慮を表明します。特に、『メディアからの広 告を減じるよう企業に圧力

を』、あるいは、政党や政府の政策に反対する意見をもつ『沖縄の 2 紙を

つぶさないといけない』などの発言は非常に重大です。   

 

民主主義の根幹とは、政府に対するチェックとバランスをもつ機能を果

たし、日々の問題について議論を深めるために、言論の自由と公開性が必

要であり、さらに「報道の自由」が確保されなければなりません。そのた

めに「表現の報道の自由」は、日本国憲法により保障されてい ます。   

 

与党はすでに、これら内容を発言した議員たちに処分を科し、「報道の

自由」の尊重を表明しました。しかし、こうした民主主義の基本となる「言

論や報道の自由」を損なう発言や活動は繰り返されており、非常に危険な

パターンとして現れていると指摘できます。 

 

最近では、与党会合に放送局幹部が呼ばれ番組で放送されたコメントや

内容について「聴取」あるいは「調査」 が行われました。また昨年 12 月

の衆議院議員総選挙の際には、在京テレビ局に対して「中立」な報道のた

めとして、報道のガイドラインを強調する要請文が送付されました。先週

の会合で発言した国会議員たちが、「報道の自由」を含む民主主義の戦後

日本において成長した人たち であることは、より大きな問題を示してい

ます。    

 

1945 年に日本と外国の会員たちにより設立された日本外国特派員協会

は、国家による過剰な干渉や人権侵害などに対抗し、国際経済活動を活発

化させ、さらに異文化間での相互理解を深 めるために最重要であるのは、

「報道の自由」、「言論の自由」であると認識しています。   

 

このような私たちの考えから、与党および政府が「報道の自由」に影響

や制約を及ぼす、あるいは影響を及ぼすであろう一切の行為を控えるよう

に強く求めます。また、議員や政府関係者たちが民主主義の本質を深く理

解するよう、日本国憲法が認める「言論の自由」に関する啓発 を行われ

るように要請します。   

 

2015 年 7 月 2 日 

          公益社団法人 日本外国特派員協会 

 2015 年度 会長 ジェームズ・シムズ 

自民党の勉強会の｢沖縄の 2 つの新聞は｣発言について、一度は触れておきたいと思っ

ていました。大切な発言がいろいろありましたが、この文章を掲載したいと思います。 

http://www.sankei.com/politics/news/150626/plt1506260009-n1.html

